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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近位側に配置された操作部（６）と、遠位側に配置された器具ヘッド（１０）と、前記
操作部（６）を前記器具ヘッド（１０）と接続するシャフト（２、２’）と、を備え、前
記器具ヘッド（１０）には前記シャフト（２、２’）を通る複数の器具通路（２０、２２
、２４）が開口している内視鏡器具において、前記器具通路（２０、２２、２４）は、そ
の遠位側の開口部に接する領域で、前記器具ヘッド（１０）の中心軸（Ａ）に対して遠位
方向で斜め外方に向かって延びており、
　前記器具通路（２０、２２、２４）は、前記器具ヘッド（１０）の中で該器具ヘッド（
１０）の中心軸（Ａ）と平行に向く近位側の領域から前記器具ヘッド（１０）の中心軸（
Ａ）に対して斜めに向く遠位側の領域へと円弧状に移行し、
　かつ、各器具通路（２０，２２，２４）の前記各円弧状部が、器具ヘッド１０の中心軸
と各器具通路（２０，２２，２４）のストレート部分の中心軸とを含む平面に対して、そ
れぞれ前記ストレート部分の中心軸周りに同一側に回転した位置にある
ことを特徴とする内視鏡器具。
【請求項２】
　前記器具ヘッド（１０）は、遠位側の端面（１４）に向かって先細になっていることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡器具。
【請求項３】
　前記器具通路（２０、２２、２４）は、前記器具ヘッド（１０）の先細になった領域（
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１２）で円周側に開口していることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡器具。
【請求項４】
　前記器具ヘッド（１０）は、本体（１０ａ）を有しており、該本体の遠位の端面（１４
）には器具モジュール（２８）を収容するための開いた設計スペース（２６）が構成され
ていることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１つに記載の内視鏡器具。
【請求項５】
　前記器具モジュール（２８）は、取付スペース（２６）に接着されていることを特徴と
する請求項４に記載の内視鏡器具。
【請求項６】
　前記器具モジュール（２８）には、観察装置（３０）および／または照明装置（３２）
が組み込まれていることを特徴とする請求項４または請求項５記載の内視鏡器具。
【請求項７】
　前記器具ヘッド（１０）の前記本体（１０ａ）は、モノリシックに構成されていること
を特徴とする請求項４から請求項６のいずれか１つに記載の内視鏡器具。
【請求項８】
　前記器具ヘッド（１０）における前記器具通路（２０、２２、２４）の出口角度（α）
は、前記器具ヘッド（１０）の中心軸（Ａ）に対して５度から６０度の範囲内にあること
を特徴とする請求項１～請求項７のいずれか１つに記載の内視鏡器具。
【請求項９】
　前記器具通路（２０、２２、２４）は、前記器具ヘッド（１０）のところで均等に相互
間隔をおいて開口していることを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか１つに記載の
内視鏡器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に記載された構成要件を備える内視鏡器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本件の対象となる種類の器具は医療分野で使用され、身体内の診断目的および／または
治療目的のために利用される。このような器具は、自然に開通している通路または人工的
に開通した通路を介して身体内へ挿入されるシャフトを有している。シャフトの遠位端に
は、通常、器具ヘッドが設けられており、その遠位の端面には観察・照明装置が配置され
ている。通常、この端面にはシャフトを通って案内される補助器具のための少なくとも１
つの器具通路も開口している。
【０００３】
　特に、適用される機会が増えている手術方法「ＮＯＴＥＳ」（“Ｎａｔｕｒａｌ　Ｏｒ
ｉｆｉｃｅ　Ｔｒａｎｓｌｕｍｉｎａｌ　Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ”自然
開口部経腔内視鏡手術）によって実施される外科処置では、複数の補助器具をシャフトお
よびこれに接続された器具ヘッドを介して手術領域へ案内し、そこで部分的に同時に利用
できるようにすることが必要である。これに伴い、この場合に使用される内視鏡器具は、
器具ヘッドに開口する複数の器具通路を補助器具のために有している。器具ヘッドの端面
で当該端面に対して垂直に器具から進出する補助器具をまず外方に向かって扇形に拡張さ
せ、次いで、自動取扱機械で使用される三つ指のグリッパと同様、再び手術対象物のすぐ
近傍で収縮させようとすることが、よく試みられる。器具の外部で補助器具を拡張させる
には比較的広いスペースが必要であり、そのため、こうした拡張を行えるのは相応に広い
手術スペースを有する場合に限定される。そのうえ、複数の器具通路の必要性は、内視鏡
器具で通常試みられるシャフト断面積と器具ヘッド断面積の小型化に対してマイナスに作
用する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　以上を背景とする本発明の課題は、比較的小さいシャフト断面積と器具ヘッド断面積と
を有し、比較的狭い手術スペースで操作、制御することができる、複数の器具通路を備え
た内視鏡器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、請求項１に記載の構成要件を備える内視鏡器具によって解決される。この
器具の有利な発展例は、従属請求項、以下の発明の詳細な説明、ならびに図面に記載され
ている。この場合、本発明に基づき、従属請求項および発明の詳細な説明に記載されてい
る構成要件は、それ自体としても組み合わせの形でも、請求項１に記載の本発明による解
決法を発展させて構成することができる。
【０００６】
　本発明の内視鏡器具は、好ましくは医療用に用いられる器具であり、あるいは機械等の
中空スペースで用いるためのいわゆるテクノスコープであってもよく、通常の仕方で、近
位側に配置された操作部と遠位側に配置された器具ヘッドとを有している。本発明では高
剛性な中空シャフトと柔軟な中空シャフトの両方を意味し、ホースであってもよいシャフ
トが、操作部を器具ヘッドと接続している。該シャフトには複数の器具通路が通っている
。これらの器具通路は、器具ヘッドに開口している。器具通路は、内視鏡器具を使用する
ときに器具ヘッドの遠位端の外部に位置する手術領域へ補助器具を案内する役目をする。
【０００７】
　本発明によると、器具通路の遠位側の開口部に接する領域は、器具ヘッドの中心軸に関
して遠位方向で斜め外方に向かって延びている。ここで、器具ヘッドの中心軸に対して斜
めに向いている器具通路の領域は、全体的に器具ヘッドの中に配置されているのが好都合
である。器具通路の開口部は、器具ヘッドの端面の領域ではなく、これに円周側で後続す
る縁部領域に構成されているのが好ましい。このことは、本発明による器具をナビゲーシ
ョンするために、観察・照明装置を配置するためのスペースを端面で十分に利用できると
いう意味で有利である。これに加えて、この端面には場合によりその他の装置、たとえば
遠位側で作用する力を検出するための力センサや、洗浄装置、吸引装置なども配置されて
いてよい。それでも、従来知られているこの種の器具とは異なり、補助器具の案内のため
に設けられる器具通路が器具ヘッドの端面に開口しないことによって、器具ヘッドの断面
積を、通常、従来知られている器具の場合より小さく寸法設定することができる。外方に
向かって屈曲する器具通路の遠位側端部領域のさらに別の利点は、それによって上述した
補助器具の所望の拡張を、予め器具ヘッドの内部で開始できるという点に見ることができ
る。これにより、器具ヘッドの遠位端の周りへ補助器具を再び小さく収縮させることがで
きるので、従来使用されている内視鏡器具に比べ、補助器具の拡張に必要なスペースが明
らかに小さくて済む。
【０００８】
　典型的な場合、本発明による内視鏡器具で使用される補助器具は、少なくとも遠位側の
端部領域において、シャフトの長手方向に対して横向きに少なくとも１つの平面で撓曲可
能なシャフトを有している。このような補助器具を器具通路の中で極めて容易に案内でき
るのは、器具通路が、本発明の有利な発展例で意図されるように、器具ヘッドの中で、器
具ヘッドの中心軸と平行に向いている近位側領域から、器具ヘッドの中心軸に対して斜め
に向く遠位側領域へと円弧状に移行している場合である。すなわち、補助器具が引っ掛か
る可能性がある折曲部等によって形成される急激な方向転換部が器具通路に存在していな
い。
【０００９】
　器具ヘッドは遠位側端面に向かって先細になっているように意図されるのが好ましい。
すなわち、器具ヘッドの断面積は、遠位方向で、遠位側端面に達するまで好ましくは連続
的に減少している。これにより、器具ヘッドは該遠位側端面において最小の断面積を有し
、この断面積は近位側に向かって、好ましくは無段階に、より大きな断面積へと広がり、
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器具ヘッドのこの最大の断面積は中空シャフトの断面積に実質的に一致しているのが好都
合である。先細になっている器具ヘッドの１つの利点は、本発明による内視鏡器具を、比
較的狭い身体通路または人工的に設けた通路を介して、身体内の使用領域まで案内できる
という点に見ることができる。器具ヘッドの先細になる遠位端は、アクセス通路を実質的
に外傷を与えることなく広げる拡張器のように作動するからであり、それによって内視鏡
器具を比較的小さい抵抗で手術対象物へ案内することができる。
【００１０】
　遠位側に向かって先細になる器具ヘッドのさらに別の利点は、器具通路が特に器具ヘッ
ドの先細の領域において円周側で開口している場合に、明確に示される。この場合、器具
通路によって案内される補助器具の拡張は、シャフトないし器具ヘッドの内のり幅の範囲
内で予め行われるので、器具ヘッドの外部おいて補助器具の拡張のために必要なスペース
は、いっそう小さくて済む。
【００１１】
　器具ヘッドは本体を有しているのが好ましく、その遠位側の端面には、器具モジュール
を収容するための開いた設計スペースが構成されている。開いた設計スペースは、典型的
な場合、本体の端面から近位側方向に延びている。器具ヘッドの開いた設計スペースでの
器具モジュールの使用により、多様な使用目的に合わせて適合化された器具を容易な方法
で製作することが可能となる。こうした様々な目的のために、器具モジュールの多様な構
成バリエーションを提供することができ、このような器具モジュールには、画像検出装置
、照明装置、力センサ、洗浄装置、吸引装置などが種々の異なる組み合わせで、あるいは
個別に、組み込むことを可能としてあるのが好ましい。器具モジュールは、例えば溶接や
はんだ付けによって、本体の開いた設計スペースへ簡単な方法で取り付けることができる
。しかしながら、器具モジュールは取付スペースに接着されているのが好ましい。
【００１２】
　器具ヘッドの本体はモノリシックに構成されているのが特に好ましい。すなわち、本体
は１つの素材でできている。モノリシックな本体を製作するためには、一般に「ラピッド
プロトタイピング」または「ラピッドマニュファクチャリング」と呼ばれる方法を適用で
きるのが有利である。本体は、選択的に、医療用として認可されている金属、たとえば特
殊鋼やコバルト・クロム合金で製作されているか、またはプラスチックで製作されていて
よい。本体の中で屈曲する器具通路を設けることにより比較的複雑になる本体の構造を実
現可能とするため、金属の本体は、レーザ焼結法によって、または本体材料がレーザで層
状に溶融される方法によって、層状に構成されるのが好ましい。プラスチック材料からな
る本体は、光造形法によって製作されるのが好ましい。上述したすべての方法により、移
行部のない品質の器具通路を実現することができる。これにより器具通路には、堆積物お
よび汚れが溜まる可能性がある、アクセスできない角部またはアンダーカット部を生じる
ことがなく、このことは、医療分野で求められる衛生面の観点から特に有利である。これ
に加えて、上に挙げた製造方法による本体の製作は後加工がないのが通常であり、高いコ
ストのかかる追加の組立作業なしで行われる。
【００１３】
　器具ヘッドにおける器具ヘッドの中心軸に対する器具通路の出口角度は、５度から６０
度の範囲内にあるのが好ましい。このような角度範囲は、器具ヘッドの外部において補助
器具の所望の拡張が可能となり、最終的に選択される器具通路の出口角度は、補助器具の
シャフトが、その遠位端の領域でどの程度まで屈曲可能であるかに依存して決まる。それ
ぞれの器具通路は、器具ヘッドの部位ですべて等しい出口角度を有することができ、ある
いは、互いに相違する出口角度を有することができる。
【００１４】
　本発明のさらに別の有利な発展例では、器具通路は器具ヘッドの部位で互いに均等に間
隔をおいて開口することが意図される。これにより、隣接する器具通路の開口部は、器具
ヘッドの中心軸に対して、それぞれ均等な角度だけオフセットされた状態で配置される。
このような配置により、器具通路相互に最大限可能な間隔を持たせることができるので、
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隣接する器具通路で案内される器具が相互に妨げあうことがない。ただし、隣接する器具
通路の開口部の間隔は、原則として、意図される器具通路の数に依存して決まる。
【００１５】
　次に、図面に示す実施例を参照しつつ、本発明について詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】内視鏡器具を示す概略斜視図である。
【図２】第２の内視鏡器具を示す概略斜視図である。
【図３】図１と図２の内視鏡器具の器具ヘッドの本体を側面図として示す拡大図である。
【図４】図３の本体を示す斜視図である。
【図５】図１と図２の内視鏡器具の器具ヘッドを示す斜視図である。
【図６】図３の本体を示す縦断面図である。
【図７】図５の器具ヘッドに構成された器具通路を遠位の端部区域で個別に示す図である
。
【図８】図５の器具ヘッドに構成された器具通路を個別に示す図である。
【図９】図５の器具ヘッドを、器具通路の開口部のところで外に出る補助器具とともに示
す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１に示す内視鏡器具は、高剛性なパイプで形成されるシャフト２を備える中空シャフ
ト器具である。シャフト２は補助器具４を案内する役目を果たす。これらの補助器具４は
、補助器具が操作レバー８と連結される、シャフト２の近位端に配置された操作部６から
、シャフト２の遠位端に配置された器具ヘッド１０まで、シャフト２によって案内される
。
【００１８】
　操作レバー８を用いて補助器具４を内視鏡器具の中で動かし、補助器具が完全に内視鏡
器具の内部に配置されるようにすることができる。このことは通常、内視鏡器具を、身体
通路または人工的に開通した通路を介して手術領域まで通す際に必要である。または補助
器具４は、補助器具４の遠位側の端部領域が図１に示すように内視鏡器具の器具ヘッド１
０から外に突出するように動かすこともできる。このことは通常、手術領域で必要となる
。
【００１９】
　補助器具４は器具ヘッド１０の部位で、器具ヘッド１０およびシャフト２の中心軸Ａに
対して斜めに器具ヘッド１０から外へ導出されている。この点については後に詳述する。
したがって、同じくシャフト器具である補助器具４は、少なくとも遠位側の端部領域にお
いて、少なくとも１つの平面でそのシャフトの中心軸に対して横向きに屈曲可能に構成さ
れている。補助器具４の屈曲可能性は、その端部を三つ指のグリッパのように手術対象物
に沿って再び収縮させることができるようになっている。
【００２０】
　図２に示す内視鏡器具が図１に示す器具と相違しているのは、遠位の端部区域２ａが高
剛性ではなく柔軟に構成されたシャフト２’を有しているという点だけである。それによ
り、シャフト２’の端部領域２ａを残りのシャフト２’の中心軸に対して横向きに屈曲な
いし湾曲させることが可能である。それ以外の点では、図２に示す器具は図１に示す器具
と一致している。
【００２１】
　図３、図４、図６には、特に図１および図２に示す内視鏡器具で使用することを意図し
ているが、これ以外の任意の内視鏡器具でも適用することができる、器具ヘッド１０の本
体１０ａが示されている。この本体１０ａはモノリシック（一体）に構成されており、幾
何学的に相違する３つの領域を有している。遠位側では、本体１０ａは第１の領域１２で
球冠状に湾曲するように構成されており、遠位側の端面１４を形成するために球冠が切り
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取られている。したがって、器具ヘッド１０の外側断面積は領域１２において遠位方向へ
連続的に、端面１４の寸法になるまで減少している。領域１２の後方近位側には、円筒形
の領域１６が続いている。領域１６は、器具ヘッド１０をシャフト２ないし２’へ取り付
けるために、シャフト２ないし２’の開口された遠位端部へ挿入される。領域１６は、そ
の外径が領域１２の最大外径よりも若干短くなっており、シャフト２’ないし２’の内径
と一致している。領域１８は近位側で、領域１６よりも明らかに短い外径を有し、領域１
６に対して同心的に配置された、円筒形の領域１８へと１段階で移行している。
【００２２】
　器具ヘッド１０ないしその本体１０ａには、３つの器具通路２０、２２および２４が形
成されている。これらの器具通路２０、２２および２４の内径は、図示した実施例ではそ
れぞれ等しくなっているが、原則的には、互いに相違していてもよい。器具ヘッド１０の
領域１８では、器具通路２０、２２および２４は当初のうち器具ヘッド１０の中心軸Ａに
対して平行に向いているが、すでに領域１８で円弧状に、器具ヘッド１０の中心軸Ａに対
して遠位方向で角度α（図６）をなして斜め外方に向かって延びる領域へと移行している
。図面に示す実施例では、この角度αはほぼ４０度である。
【００２３】
　器具通路２０、２２および２４は、本体１０ａの領域１２において、端面１４に後続す
る湾曲領域で開口している。その意味で器具通路２０、２２および２４は、器具ヘッド１
０およびシャフト２ないし２’の内のり幅の範囲内に位置する領域で開口している。器具
通路２０、２２および２４の開口部は、隣接する開口部がそれぞれ等しい相互間隔を有す
るように、領域１２の円周全体にわたって配分されている。したがって、隣接する器具通
路２０、２２および２４の各中心軸は、図示した実施例では、器具ヘッド１０の中心軸Ａ
に対してそれぞれ１２０度の角度β（図７）をなしている。
【００２４】
　器具ヘッド１０の本体１０ａの遠位側の領域１２の端面１４には、切欠き２６が構成さ
れている。この切欠き２６は、器具１０の中心軸Ａに対して同心的に、近位方向へと延び
ている。切欠き２６は、器具モジュール２８の取付スペース２６を形成する。器具モジュ
ール２８には観察装置３０および３つの照明装置３２が組み込まれており、これは従来技
術から知られている通りである。器具モジュール２８は、器具ヘッド１０の本体１０ａで
接着結合により物質接合式に取り付けられており、それにより、器具モジュール２８の端
面が本体１０ａの端面１４と一直線上に並ぶようになっている。
【００２５】
　照明装置３２によって、器具ヘッド１０の中心軸Ａの遠位側延長線上に位置する手術領
域が照明され、観察装置３０によって観察される。このとき、器具モジュール２８の半径
方向外側における器具通路２０、２２および２４の配置、および器具通路２０、２２およ
び２４の斜めの向きは、器具通路２０、２２および２４を通る補助器具４によって手術領
域が影になるのを防止する。補助器具４はまず照明・観察領域の外側を回るように案内さ
れ、ないしは照明・観察領域の外側の縁部領域で案内され、手術対象物のすぐ近傍になっ
て初めて再び収縮するからである。
【符号の説明】
【００２６】
２、２’　シャフト
２ａ　端部領域
４　補助器具
６　操作部
８　操作レバー
１０　器具ヘッド
１０ａ　本体
１２　領域
１４　端面
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１６　領域
１８　領域
２０　器具通路
２２　器具通路
２４　器具通路
２６　切欠き、取付スペース
２８　器具モジュール
３０　観察装置
３２　照明装置
Ａ　中心軸
α　角度
β　角度

【図１】 【図２】
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